
JP 2018-126319 A 2018.8.16

10

(57)【要約】
【課題】脚体の外周を、所望の材質、色調、表面処理が
施された部材等に変更可能な天板昇降式什器を提供する
ものである。
【解決手段】天板昇降式什器１００は、上面に作業面１
ｕを有する天板１と、天板１を支持する上部支持体２６
ｃ、及び上部支持体２６ｃを昇降可能に支持する下部支
持体２６ａを有する脚体２と、下部支持体２６ａに支持
され、下部支持体２６ａの外周に沿って配置されたカバ
ー支持体４と、カバー支持体４に着脱可能に設けられ、
カバー支持体４の外周のうち複数の面に配置されたカバ
ー部材６と、を備えることを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面に作業面を有する天板と、
　該天板を支持する上部支持体、及び該上部支持体を昇降可能に支持する下部支持体を有
する脚体と、
　前記下部支持体に支持され、該下部支持体の外周に沿って配置されたカバー支持体と、
　該カバー支持体に着脱可能に設けられ、該カバー支持体の外周のうち複数の面に配置さ
れたカバー部材と、を備えることを特徴とする天板昇降式什器。
【請求項２】
　前記カバー支持体と前記カバー部材とにより、または前記カバー部材により、前記下部
支持体の外周を閉塞していることを特徴とする請求項１に記載の天板昇降式什器。
【請求項３】
　前記カバー支持体の内部には、上下方向に延びる中空部が形成され、
　前記下部支持体は、該カバー支持体の前記中空部内に配置されていることを特徴とする
請求項１または２に記載の天板昇降式什器。
【請求項４】
　前記カバー支持体には、支持側係止部が形成され、
　前記カバー部材には、前記支持側係止部と係止可能なカバー側係止部が形成されている
請求項１から３のいずれか一項に記載の天板昇降式什器。
【請求項５】
　前記カバー部材と前記下部支持体との間には、吸音材が配置されていることを特徴とす
る請求項１から４のいずれか一項に記載の天板昇降式什器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、昇降式の天板を備えたデスク装置、テーブル装置、カウンター装置等の天板
昇降式什器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、オフィスや病院等の公共施設等の執務空間においては、執務者に作業エリア
を提供するためにデスク、テーブル、作業台、実験台等の天板付什器が配設されている。
天板付什器の天板の高さについて、執務者の体格や性別、嗜好により作業のし易い高さが
個々により大きく異なる。天板の高さが一定の場合にはこのような実情に対応できないた
め、天板の高さを上下方向に変更可能とした天板昇降式什器が使用されている。こうした
天板昇降式什器を用いることにより、執務者の要望に応じた天板の高さの作業エリアを提
供することができ、作業効率を向上するとともに、執務者の体への負荷を低減することが
できる。
【０００３】
　天板の高さを上下方向に変更するための手段としては、ガススプリングを用いる方法、
ギアを用いる方法、バネを用いる方法等が提案されている（例えば、下記特許文献１から
３参照）。これらの方法によれば、比較的簡易的な構造とし、コストを安く抑えることが
できる。また、執務者の操作性を良好にするために電動式の昇降機構ユニットが内蔵され
た脚体が採用されたものが広く知られている（例えば、下記特許文献４，５参照）。この
脚体によれば、執務者が容易な操作で天板の高さを変更できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３３７１９５９号公報
【特許文献２】特許第３３９１２８５号公報
【特許文献３】実用新案登録第３１６４７３９号公報
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【特許文献４】特開２０１４－１１３５０５号公報
【特許文献５】特許第５７１８５０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記のような什器の脚体は、内部にガススプリングや、ギアや、電動式
の昇降機構ユニット等が内蔵された専用部品であることが多く、脚体自体の材質、外観の
色調、表面処理等を、需要者の好みに応じて適宜変更したり、オプション部材を取り付け
るための加工を施したりすることが難しいという問題点がある。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、脚体の外周を、所望の材質、色調、
表面処理が施された部材等に変更可能な天板昇降式什器を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は以下の手段を採用している。
　すなわち、本発明に係る天板昇降式什器は、上面に作業面を有する天板と、該天板を支
持する上部支持体、及び該上部支持体を昇降可能に支持する下部支持体を有する脚体と、
前記下部支持体に支持され、該下部支持体の外周に沿って配置されたカバー支持体と、該
カバー支持体に着脱可能に設けられ、該カバー支持体の外周のうち複数の面に配置された
カバー部材と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　このように構成された天板昇降式什器では、カバー支持体は、下部支持体に支持され、
下部支持体の外周に沿って配置されている。カバー部材は、カバー支持体に着脱可能に設
けられている。よって、カバー支持体の外周のうち複数の面に配置されるカバー部材を変
更して、脚体の外周を需要者の好み等に応じて対応させることができる。
【０００９】
　また、本発明に係る天板昇降式什器では、前記カバー支持体と前記カバー部材とにより
、または前記カバー部材により、前記下部支持体の外周を閉塞していることが好ましい。
【００１０】
　このように構成された天板昇降式什器では、カバー支持体とカバー部材とにより、また
はカバー部材により、下部支持体の外周が閉塞されるため、下部支持体が露出することな
く什器の脚体周りの体裁を良好とすることができる。
【００１１】
　また、本発明に係る天板昇降式什器は、前記カバー支持体の内部には、上下方向に延び
る中空部が形成され、前記下部支持体は、該カバー支持体の前記中空部内に配置されてい
てもよい。
【００１２】
　このように構成された天板昇降式什器では、カバー支持体の内部に上下方向に延びる中
空部内に下部支持体を挿入して什器を組み立てることができるため、組立作業性がよい。
【００１３】
　また、本発明に係る天板昇降式什器は、前記カバー支持体には、支持側係止部が形成さ
れ、前記カバー部材には、前記支持側係止部と係止可能なカバー側係止部が形成されてい
てもよい。
【００１４】
　このように構成された天板昇降式什器では、カバー部材に形成されたカバー側係止部を
、カバー支持体に形成された支持側係止部に係止させることで、カバー部材がカバー支持
体に取り付けられる。よって、カバー部材を容易に取り付けることができるとともに、カ
バー部材が体裁よく設けられる。
【００１５】
　また、本発明に係る天板昇降式什器は、前記カバー部材と前記下部支持体との間には、
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吸音材が配置されていてもよい。
【００１６】
　このように構成された天板昇降式什器では、カバー部材と下部支持体との間には吸音材
が配置されているため、上部支持体の昇降動作時の動作音や振動等の外部への伝達が抑制
される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る天板昇降式什器によれば、脚体の外周を、所望の材質、色調、表面処理が
施された部材等に変更することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る天板昇降式什器の斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る天板昇降式什器の脚体部分の拡大斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る天板昇降式什器の構成を示す図であり、脚体の分解斜
視図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る天板昇降式什器の構成を示す図であり、脚体とカバー
支持体及びカバー部材とを分解した分解斜視図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る天板昇降式什器の構成を示す図であり、脚体と連結部
材とを分解した分解斜視図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る天板昇降式什器の構成を示す図であり、カバー支持体
とカバー部材とを分解した分解斜視図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る天板昇降式什器の構成を示す図であり、脚体部分の水
平断面図である。
【図８】本発明の一実施形態の変形例に係る天板昇降式什器の構成を示す図であり、脚体
部分の水平断面図である。
【図９】本発明の一実施形態の変形例に係る天板昇降式什器の構成を示す図であり、脚体
部分の上部を切断して示した斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の天板昇降式什器の実施形態の一例としてデスク装置について、図面を参
照して説明する。
　図１は、本発明の一実施形態に係る天板昇降式什器の斜視図である。
　図１に示すように、デスク装置１００は、天板１と、床面Ｆ上に互いに離間して設置さ
れ天板１を支持する一対の支持脚２と、一対の支持脚２どうしを連結する連結部材３と、
各支持脚２の外周を覆うように設けられたカバー支持枠（カバー支持体）４及びカバー体
（カバー部材）６と、を備えている。
　デスク装置１００は、例えばオフィス等の施設の執務室や会議室等に設置されている。
　以下の説明において、一対の支持脚２どうしを結ぶ方向を左右方向と称し、天板１の表
裏面が向く方向を上下方向と称し、左右方向及び上下方向と直交する方向を前後方向と称
する。天板１において、後述する幕板１１が設けられる側を後方を称し、反対側を前方と
称する。
【００２０】
　天板１は、上面に作業面１ｕを有している。本実施形態では、天板１は、略矩形状をな
し、前後方向よりも左右方向の方が長く形成されている。天板１の後端部には、天板１の
下面から下方に延びるように幕板１１が設けられている。
【００２１】
　各支持脚２は、床面Ｆに沿って設けられるベース部材２１と、ベース部材２１の上部に
設けられて上下方向に延び天板１を支持する脚部材（脚体）２６と、を有している。
【００２２】
　ベース部材２１は、前後方向に沿って延びている。ベース部材２１の下面には、床面Ｆ
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に設置されるアジャスタ２２が、前後方向に離間して複数設けられている。各アジャスタ
２２は、ベース部材２１から下方への突出寸法が調整可能である。これにより、ベース部
材２１の高さおよび水平レベルを調整できるようになっている。
【００２３】
　図２は、デスク装置１００の一方の支持脚２周辺の拡大斜視図である。
　図２に示すように、脚部材２６は、ベース部材２１の上面２１ｕにおいて、ベース部材
２１の前後方向の中央よりも後方よりに配置されている。
【００２４】
　図３は、ベース部材２１と脚部材２６とを分解した状態を下方から見た分解斜視図であ
る。
　図２及び図３に示すように、脚部材２６は、ベース部材２１に固定された下部支持体２
６ａと、下部支持体２６ａ内から上下方向に昇降可能に収容された中間支持体２６ｂと、
中間支持体２６ｂ内から上下方向に昇降可能に収容された上部支持体２６ｃと、を有して
いる。本実施形態では、下部支持体２６ａは、ベース部材２１の下方から螺子２１ｚで固
定されている。
【００２５】
　これら下部支持体２６ａ、中間支持体２６ｂ及び上部支持体２６ｃは、例えば四角形筒
状に形成されているが、円筒状等でもよく、水平断面形状は任意の筒状でよい。下部支持
体２６ａに対して中間支持体２６ｂ及び上部支持体２６ｃがそれぞれ上下方向に出没する
ことで脚部材２６の上下方向長さを調整することができる。
【００２６】
　なお、本実施形態では、下部支持体２６ａに対して中間支持体２６ｂと上部支持体２６
ｃとを上下方向に出没可能に配設したが、天板１を上下動させるには少なくとも下部支持
体２６ａと上部支持体２６ｃとを備えていればよい。または、中間支持体２６ｂを複数設
けて互いに出没可能としてもよい。
【００２７】
　図４は、支持脚２とカバー体６とを分解した状態を下方から見た分解斜視図である。図
５は、支持脚２と連結部材３とを分解した状態を上方から見た分解斜視図である。
　図５に示すように、上部支持体２６ｃの上端部には、連結部材３が固定されている。連
結部材３は、前後方向に延び、各支持脚２に固定される支持フレーム３１と、左右方向に
延び、支持フレーム３１どうしを連結する連結フレーム３２と、を有している。
【００２８】
　連結フレーム３２の両端部は、それぞれ支持フレーム３１に連結されている。本実施形
態では、連結フレーム３２は、支持フレーム３１に不図示の螺子や溶接等により連結され
ている。
【００２９】
　支持フレーム３１及び連結フレーム３２は、上部支持体２６ｃに固定されている。支持
フレーム３１及び連結フレーム３２は、不図示の螺子等で天板１（図２参照）の下面に固
定されている。本実施形態では、支持フレーム３１及び連結フレーム３２は、上部支持体
２６ｃの上端部に螺子３１ｚで固定されている。
【００３０】
　図６は、カバー支持枠４とカバー体６とを分解した分解斜視図である。図７は、脚部材
２６部分の水平断面図である。
　図６及び図７に示すように、カバー支持枠４は、脚部材２６の下部支持体２６ａの外周
に沿って配置されている。本実施形態では、カバー支持枠４は、下部支持体２６ａの前面
、左右両側面及び後面に沿って、下部支持体２６ａの外周全域にわたった配置されている
。
【００３１】
　カバー支持枠４は、一対の側面支持部４０と、一対の前後支持部５０と、を有している
。
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【００３２】
　各側面支持部４０は、脚部材２６の左右側面それぞれに沿って配置されている。各前後
支持部５０は、脚部材２６の前後面それぞれに沿って配置されている。
【００３３】
　側面支持部４０と前後支持部５０とは、一体として構成されている。本実施形態では、
側面支持部４０と前後支持部５０とは、溶接により連結されている。側面支持部４０及び
前後支持部５０は、脚部材２６の下部支持体２６ａの上下方向略全長と同じ長さを有して
いる。
【００３４】
　側面支持部４０は、水平断面視略コ字状をなしている。側面支持部４０は、側壁部４１
と、側壁部４１の両端からそれぞれ折り曲げて構成された折曲壁部４２と、を有している
。側壁部４１及び折曲壁部４２により、水平断面視略コ字状をなしている。
【００３５】
　側壁部４１は、下部支持体２６ａの左右側面に当接して配置されている。折曲壁部４２
は、側壁部４１の両端部からそれぞれ折曲され、下部支持体２６ａの前後面それぞれに当
接して配置されている。
【００３６】
　前後支持部５０は、前後壁部５１と、係止壁部（支持側係止部）５２と、保持枠部５３
と、取付壁部５４と、を有している。
【００３７】
　前後壁部５１は、一対の側面支持部４０の各折曲壁部４２に跨るように、折曲壁部４２
の外面に沿って配置されている。係止壁部５２は、前後壁部５１の両端部からそれぞれ折
曲され、側面支持部４０の側壁部４１と左右方向に離間して配置されている。
【００３８】
　保持枠部５３は、平面視コ字状に形成されている。取付壁部５４は、保持枠部５３の両
端部から折曲され、前後壁部５１に固定されている。
【００３９】
　図４に示すように、保持枠部５３の下端部には、螺子座５６が設けられている。ベース
部材２１の下方から、螺子座５６に螺子２１ｙがねじ込まれることで、カバー支持枠４は
ベース部材２１に固定されている。
【００４０】
　図６及び図７に示すように、カバー支持枠４は、平面視略ロ字状に形成されている。換
言すると、カバー支持枠４の内部には、上下方向に延びる中空部４ｓが形成されている。
脚部材２６は、カバー支持枠４の中空部４ｓ内に配置されている。中空部４ｓの大きさは
、下部支持体２６ａの大きさと略同一あるいはわずかに大きい。このため、下部支持体２
６ａは、カバー支持枠４の中空部４ｓ内で移動が規制されている。
【００４１】
　カバー体６は、カバー支持枠４の外周に沿って配置されている。本実施形態では、カバ
ー体６は、カバー支持枠４の前面、左右両側面及び後面に沿って、カバー支持枠４の外周
全域にわたった配置されている。
【００４２】
　カバー体６は、一対の側面カバー６０、一対の前後カバー７０と、上部カバー８０と、
を有している。
【００４３】
　各側面カバー６０は、カバー支持枠４の左右側面それぞれに沿って配置されている。各
前後カバー７０は、カバー支持枠４の前後面及び左右側面の端部それぞれに沿って配置さ
れている。側面カバー６０及び前後カバー７０は、カバー支持枠４の上下方向略全長と同
じ長さを有している。
【００４４】
　側面カバー６０は、側面カバー壁部６１と、第一折り返し壁部６２と、第二折り返し壁
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部６３と、を有している。
【００４５】
　側面カバー壁部６１は、カバー支持枠４の左右側面と隙間を有しつつ、左右側面に沿っ
て配置されている。第一折り返し壁部６２は、側面カバー壁部６１の両端部からそれぞれ
折り返されている。第二折り返し壁部６３は、各第一折り返し壁部６２の端部から折り返
されている。第二折り返し壁部６３と第一折り返し壁部６２との間には、左右方向に隙間
が形成されている。
【００４６】
　前後カバー７０は、前後カバー壁部７１と、端壁部（カバー側係止部）７２と、折曲壁
部７３と、挿入壁部７４と、を有している。
【００４７】
　前後カバー壁部７１は、カバー支持枠４の前後面に沿って配置されている。本実施形態
では、前後カバー壁部７１は、左右方向の中央に向かうにしたがってカバー支持枠４から
離間するように湾曲形成されている。端壁部７２は、前後カバー壁部７１の両端部からそ
れぞれ折曲され、前後方向に沿って配置されている。折曲壁部７３は、端壁部７２の端部
からカバー支持枠４側に折曲されている。挿入壁部７４は、折曲壁部７３の端部から折曲
され、前後方向に沿って配置されている。
【００４８】
　前後カバー７０の端壁部７２は、カバー支持枠４の係止壁部５２に当接配置されている
。前後カバー７０の左右両端に設けられた端壁部７２内に、カバー支持枠４の左右方向に
離間して配置された係止壁部５２が嵌め込まれて、係止されている。これにより、前後カ
バー７０は、カバー支持枠４に対して左右方向の相対的な移動が規制される。前後カバー
７０の折曲壁部７３には、カバー支持枠４の係止壁部５２の端部が当接している。これに
より、前後カバー７０は、カバー支持枠４に対して前後方向のうちカバー支持枠４から離
間する方向の相対的な移動が規制される。
【００４９】
　前後カバー７０の挿入壁部７４は、側面カバー６０の第一折り返し壁部６２と第二折り
返し壁部６３との間の隙間に挿入され、係止されている。
【００５０】
　図６に示すように、上部カバー８０は、上枠部８１と、取付金具８２と、を有している
。上枠部８１は、平面視略ロ字状に形成されている。上枠部８１は、カバー支持枠４の上
端部及びカバー体６の上端部を覆うように配置される。取付金具８２は、上枠部８１の前
後両端部から下方に垂下している。
【００５１】
　取付金具８２は、カバー体６の保持枠部５３内に配置されている。保持枠部５３に形成
された螺子孔から挿通された螺子（不図示）が取付金具８２に螺合されることで、上部カ
バー８０はカバー支持枠４に固定されている。図５に示すように、カバー体６は、下端部
がベース部材２１の上面２１ｕに当接するとともに、上端部が上部カバー８０の下面に当
接することで、上下方向の移動が規制されている。
【００５２】
　さらに、デスク装置１００は、中間支持体２６ｂ及び上部支持体２６ｃを昇降動作させ
る駆動モータ（不図示）と、中間支持体２６ｂ及び上部支持体２６ｃの昇降動作を制御す
る公知の制御ユニット（不図示）と、制御ユニットに昇降動作信号を入力するための操作
部１２（図２参照）と、を備えている。
【００５３】
　制御ユニットは、例えば、天板１の下面に設けられている。この制御ユニットには、デ
スク装置１００が配置される執務空間に設けられた商用電源に接続される電源ケーブル（
不図示。以下同じ。）が接続されている。
【００５４】
　操作部１２は、天板１の前端部に設けられている。操作部１２は、制御ユニットに、配
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線ケーブル（不図示。以下同じ。）を介して電気的に接続されている。
【００５５】
　利用者が操作部１２に対して所定の操作を入力すると、操作部１２から配線ケーブルを
介し、制御ユニットに操作信号が送信される。制御ユニットは、操作部１２から操作信号
を受信すると、受信した信号に基づいて脚部材２６に昇降動作を実行させる指令信号を出
力する。各脚部材２６は、指令信号を受信すると、その指令信号に応じて、各脚部材２６
に内蔵された伸縮駆動装置（不図示）によって伸縮駆動され、これにより天板１の高さの
調整がなされる。
【００５６】
　次に、上記のカバー支持枠４及びカバー体６を支持脚２に装着する方法について説明す
る。
　図４及び図７に示すように、予めカバー支持枠４とカバー体６とを組み立てておく。
　具体的には、前後カバー７０の左右両側に設けられた端壁部７２が、カバー支持枠４の
係止壁部５２を外嵌するように、平面視ロ字状に形成されたカバー支持枠４に対して、前
後カバー７０を上方または下方からスライド移動させる。
【００５７】
　次に、カバー支持枠４の側壁部４１と前後カバー７０の挿入壁部７４との間に、側面カ
バー６０の第二折り返し壁部６３が嵌め込まれるように、側面カバー６０を上方または下
方からスライド移動させる。
【００５８】
　次に、図６に示す上部カバー８０の取付金具８２を、カバー支持枠４の保持枠部５３内
に挿入して、保持枠部５３に形成された螺子孔から螺子を挿通して、取付金具８２に螺合
する。これにより、カバー支持枠４とカバー体６とが組み立てられ、セットされる。
【００５９】
　次に、図４に示すように、支持脚２の上下を逆にするとともに、セットされたカバー支
持枠４及びカバー体６の上下も逆にする。この際に、前後カバー７０及び側面カバー６０
は、上部カバー８０により、図４に示すように上下を逆にした状態で、下方への移動が規
制されている。
【００６０】
　セットされたカバー支持枠４及びカバー体６内に脚部材２６が配置されるように、カバ
ー支持枠４及びカバー体６を脚部材２６の上端部側（図４に示す状態では下方に位置する
側）からスライド移動させる。
【００６１】
　カバー支持枠４及びカバー体６の下端部（図４に示す状態では上方に位置する側）がベ
ース部材２１の上面２１ｕに当接するまで移動させる。ベース部材２１の下方（図４に示
す状態では上方に位置する側）から螺子２１ｙを、カバー支持枠４に設けられた螺子座５
６に螺合する。これにより、カバー支持枠４及びカバー体６が支持脚２に装着される。
【００６２】
　一方、カバー体６の前後カバー７０及び側面カバー６０を交換する際には、逆の手順に
より行う。具体的には、ベース部材２１の下方（図４に示す状態では上方に位置する側）
から螺合された螺子２１ｙを取り外し、カバー支持枠４及びカバー体６を支持脚２から取
り外す。上部カバー８０に螺合された螺子を取り外し、前後カバー７０及び側面カバー６
０のうち、所望の部材を取り外して交換すればよい。
【００６３】
　このように構成されたデスク装置１００では、カバー支持枠４は、下部支持体２６ａに
支持され、下部支持体２６ａの外周に沿って配置されている。カバー体６は、カバー支持
枠４に着脱可能に設けられている。よって、カバー支持枠４の外周のうち複数の面に配置
される側面カバー６０、前後カバー７０を変更して、脚部材２６の外周を需要者の好み等
に応じて対応することができる。
【００６４】
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　また、カバー体６が下部支持体２６ａの外周を閉塞するため、下部支持体２６ａが露出
することなくデスク装置１００の脚部材２６周りの体裁を良好とすることができる。
【００６５】
　また、カバー支持枠４の上下方向に延びる中空部４ｓ内に下部支持体２６ａを挿入して
デスク装置１００を組み立てることができるため、組立作業性がよい。
【００６６】
　また、カバー体６の左右両側に形成された端壁部７２を、カバー支持枠４に形成された
係止壁部５２に係止（外嵌）させることで、カバー体６がカバー支持枠４に取り付けられ
る。よって、カバー体６を容易に取り付けることができるとともに、カバー体６が体裁よ
く設けられる。
【００６７】
（変形例）
　上記に示す実施形態の変形例について、主に図８及び図９を用いて説明する。
　以下の変形例において、前述した実施形態で用いた部材と同一の部材には同一の符号を
付して、その説明を省略する。
　図８は、本発明の一実施形態の変形例に係る天板昇降式什器の構成を示す図であり、脚
体の水平断面図である。図９は、本発明の一実施形態の変形例に係る天板昇降式什器の構
成を示す図であり、脚体部分の上部を切断して示した斜視図である。
　図８及び図９に示すように、一対の前後支持部（カバー支持体）１５０が、下部支持体
２６ａの前後面に沿って配置されている。各前後支持部１５０は、下部支持体２６ａの前
後面それぞれに沿って配置された第一前後壁部１５１と、第一前後壁部１５１の両端部か
ら下部支持体２６ａから離間するように折曲された係止壁部１５２と、第一前後壁部１５
１に沿って配置された第二前後壁部１５３と、第二前後壁部１５３の端部に形成された段
部１５４と、を有している。
【００６８】
　カバー体（カバー部材）６Ａは、一対の側面カバー１６０、一対の前後カバー１７０と
、を有している。
【００６９】
　側面カバー１６０は、下部支持体２６ａの左右側面と隙間を有し、前後方向に沿って配
置される側面カバー壁部１６１と、側面カバー壁部１６１の両端部から左右方向の内側に
折曲された折曲壁部１６２と、折曲壁部１６２の端部から下部支持体２６ａ側に折り返さ
れた折り返し壁部１６３と、を有している。折り返し壁部１６３は、前後支持部１５０の
係止壁部１５２に係止されている。
【００７０】
　前後カバー１７０は、湾曲形成された前後カバー壁部１７１と、前後カバー壁部１７１
の両端部からそれぞれ下部支持体２６ａに近接するように折曲された折曲壁部１７２と、
折曲壁部１７２の端部から左右方向の内側に折曲された折り返し壁部１７３と、を有して
いる。折り返し壁部１７３は、前後支持部１５０の段部１５４に係止されている。
【００７１】
　側面カバー１６０の側面カバー壁部１６１と、下部支持体２６ａの左右側面との間には
、吸音材９が配置されている。このため、上部支持体２６ｃの昇降動作時の動作音や振動
等の外部への伝達が抑制される。
【００７２】
　なお、上述した実施の形態において示した各構成部材の諸形状や組み合わせ等は一例で
あって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基づき種々変更可能であ
る。
【００７３】
　例えば、上記実施形態では、天板付き什器として、デスク装置１００を例示したが、こ
れに限らず、デスク以外の例えばカウンター、テーブル等であってもよい。
【００７４】
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　また、上記に示す実施形態では、カバー部材が下部支持体２６ａの外周を閉塞している
が、本発明はこれに限られない。カバー支持体とカバー部材とにより、またはカバー部材
により、下部支持体２６ａの外周が閉塞されていることが好ましいが、カバー部材がカバ
ー支持体の外周のうち複数の面に配置されていればよい。例えば、カバー支持体が下部支
持体２６ａの４面に配置され、カバー部材がカバー支持体の２面または３面に配置されて
いてもよい。
【符号の説明】
【００７５】
１…天板
１ｕ…作業面
２…支持脚
３…連結部材
４…カバー支持枠（カバー支持体）
６…カバー体（カバー部材）
９…吸音材
１１…幕板
２１…ベース部材
２６…脚部材（脚体）
２６ａ…下部支持体
２６ｂ…中間支持体
２６ｃ…上部支持体
４０…側面支持部
４１…側壁部
４２…折曲壁部
５０…前後支持部
５１…前後壁部
５２…係止壁部（支持側係止部）
５３…保持枠部
５４…取付壁部
５６…螺子座
６０…側面カバー
６１…側面カバー壁部
６２…第一折り返し壁部
６３…第二折り返し壁部
７０…前後カバー
７１…前後カバー壁部
７２…端壁部（カバー側係止部）
７３…折曲壁部
７４…挿入壁部
８０…上部カバー
８１…上枠部
８２…取付金具
１００…デスク装置
Ｆ…床面
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